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平成 30 年度  研究加速型研究支援プログラム募 集 要 領 
 
１．趣旨 
 
 研究戦略イニシアティブ推進機構では、本学の若手研究者が国際共同研究等を通じて、国際共
著論文等の優れた成果を創出する活動を支援し、本学の研究力強化につなげる戦略的な支援を実
施しています。 
 
 研究加速型研究支援プログラムは、本学若手研究者に対して、研究費等の重点配分を行い、人文
・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までの本学の独創的・先駆的な研究
の一層の発展を図り、将来の国際共同研究等による研究連携の強化、国際共著論文の増加、これらに
つながる外部資金の獲得を支援することを目的としてフィージビリティスタディー(ＦＳ)等を支援
します。 
 上記の趣旨に基づき、平成３０年度研究加速型研究支援プログラムを下記のとおり募集します。 
 
 
１． 対象 

 
  本学の若手研究者もしくは数名の若手研究者グループが実施する基礎から応用までの本学の独創
的・先駆的な研究であって、国際共同研究の実施や共同研究実施に向けた外部資金の獲得を目的と
する研究の提案。且つ、平成３０年度の「若手研究者中短期海外派遣プログラム」「オンリーワン
共同研究開拓プログラム」へ応募しているシーズ、もしくはそれを強化するための関連研究提案。 

 
 
２．支援期間 
 
  採択時から平成３１年２月１日（金）まで。 
 
 
３．支援内容 
 
 １）採択件数 ８件程度 
 ２）支 援 額 ５０万円／件を上限とする 

 ※ 支援額は、予算等の都合等により減額する場合があります 
 
 
４．申請資格 
 

１）博士課程終了後１２年未満の常勤研究者（教授・准教授・講師・助教・研究員など）で、研究
大学強化促進事業で実施している平成３０年度「若手研究者中短期海外派遣プログラム」「オン
リーワン型研究推進プログラム」へ応募している者 

２）以下の条件をすべて満たすこと 
（１）本学と雇用関係のある常勤研究者であり、原則として平成３１年３月末まで在籍する者  
（２）研究員においては、受入教員から指導助言・研究時間・研究スペース等の支援が得られる者 
（３）申請時において学内外を問わず、同じ内容の研究で研究資金（財団や科研費等の研究助成金）

を受給していない者（分担研究や内定を含む） 
（４）本プログラムの支援期間中に休職を予定していない者 
（５）運営費交付金・その他外部資金により雇用されている研究員等については、当該申請内容等

について、拠点長や中心研究者、雇用者（受入教員）等から申請の許可を得られる者 
 
 

５．選定方針 
 
  研究戦略イニシアティブ推進機構に置く研究機構運営委員会が、学内外の専門家を委員とする評
価委員の評価を参考に採択の可否を決定する。審査部会委員の評価により、申請計画を改善した上
で採択することもある。 
１）選定は、申請状況、計画の内容等及び審査の結果を勘案の上、採択件数を目安に予算の範囲     

内で行います。ただし、本プログラムの目的に合致し、将来性・発展性のある優れた計画がな
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かった場合には、採択件数を調整することがあります。 

２）本事業では、採択にあたり「筑波大学ダイバーシティ基本理念・基本計画」の理念・方針に配慮し

ます。 

 
 
６．報告及び評価 
 
  支援期間終了時に実施報告書を機構長に提出しなければならない。研究機構運営委員会は実施報
告書に基づき評価を行う。 

 
７．申請手続 
 

申請者は、以下の申請期限までに支援室経由の上申請書を作成・提出してください。 
１）申請期限 

（１） 申請書の締切 ：平成３０年１０月１日（月）  
   ※電子媒体で提出願います。 

     ※ファイル名は、【申請者所属組織名】加速型申請書【応募者氏名】として下さい。    
 
 
２）申請書類の提出先 

ＵＲＡ研究戦略推進室 （支援室研究支援担当を経由の上） 
メールアドレス：  uketsuke1@un.tsukuba.ac.jp 

 
 
８．採択研究課題等の公開 
 

  審査の透明性・公正性の確保の観点から、申請数・採択数・採択課題名等の情報を公開します。 
 また、採否の結果は申請者（申請者が研究員の場合は受入教員）に対し書面にて通知します。 

 
 
９．その他 
 

１） 本プログラム申請後に他機関からの研究助成が決定した場合、速やかにその旨を申し出てく
ださい。 

２） 研究成果等の発表にあたっては、「This study was partly supported by Research Acceleration 
Program(RAP), the University of Tsukuba」等「筑波大学研究加速型研究支援プログラム」
からの助成に基づくものであることを明記してください。 

３） 本プログラムにおいて行った研究の成果としての知財等の取扱いについては、筑波大学知的
財産規則によります。 

４） 申請した課題について、審査部会が関係部局長のコメントを求めることがあります。 
 
 

問い合わせ先 

  ＵＲＡ研究戦略推進室  

    担当： 宮久保、栗原、加藤 

電子メール：uketsuke1@un.tsukuba.ac.jp 内線：３３５８、４４５３、４５４３ 

 


